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各　　位　　殿
　　　　2000年4月

財団法人

資生堂社会福祉事業財団

　　第26回資生堂児童福祉海外研修報告書の送付について

拝啓　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

　日頃より、弊財団の事業につきまして格別のご高配を賜わり厚くお

礼申し上げます。このたび平成11年度事業として実施いたしました

標記第26回児童福祉海外研修の報告書が完成いたしましたのでお送り

申し上げます。

　ご一読を賜りご参考に供していただければ幸甚に存じます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬　具



資生堂児童福祉海外研修報告書

　第26「司　 （1　9　9　94F度）

カナダ（トロント、モントリオール）

〆
ぬ
鴻

⇔
O
」

　　　　　　9

　　　　　　　t

γ1幡IIl

　　　　　　I

第261i］1　　ぞ～’1三堂膓巳竜ト赫右1：訂ぴタ1・｛〒斤乍夕…トf1　（1999．8．24）

森
　
本

3
6
　
木

全
国
社
会
福
制
協
議
会

安
齋
部
長

加
賀
美
団
長

歯
n

松

永

．・才；｛t

剛
雲
暗　
蓼

奥

川

冨
　
成

多
　
　
ナ

ホ
　
　
±
T

資
生
堂
社
会
硫
祉
事
業
財
団

福
原
理
事
長

水

野

　　　イf

　　　川

那
㌢

都
　
留

寺
　
川

資
生
堂
社
会
福
加
事
業
財
団

石
野
常
務
理
事

梅
　
澤

酒
漸
川

u
本
r
ど
も
家
庭
総
合
研
究
所
所
．
長

　
　
　
　
　
ル

d

ー
口
別
］

資
生
堂
社
会
福
祉
事
業
財
団

小
川
常
務
理
事



～～～～～～～ 目 次～～～～～～～

第26回海外研修実施要綱……・…・………・・…………

研修団メンバーリスト……………・………・・………

言毎外イi扉佃多El秒：星乏・…　一一・・一一・…　一一一一・”・・…　一・・一・一一一・一…

あいさつ　　　　全国児童養護施設協議会会長

団長報告　　　　団　長

事務局報告　　　資生堂財団常務理事

’’’’’’’’’’’”…・…………・…………・……・
1

’’’”……………・・…………・……・………
2

’’’’’”…’’”・一・・一一・… 　一・・・・・…　一・・・・…　■■・・・…　4

福島　　・雄………………・…………・・6

加賀美尤祥……・・…………・…………7

ノ」、川1　知一・・・…　一・・　・・・・…　一一・・・・・・・…　9

第1章　カナダの子ども福祉

　1．この国のかたち　…………・・……・……………◆・…・……・・…………・……・・…………・ll

　n．子ども福祉サービスの概要　…◆……・………・………・・………・…・…・…………・……12

　　1．トロントfども援助協会　……・・…………・…………・・……・…………・……・・……16

　　2．トロントカソリック子ども援助協会　・………・………・……………・・…・…………32

　　3．バショウ青少年家庭センター　…・……………・・…・・・・…………・・………・・………・44

　　4．その他のサービス機関　・・……・……・・…・・………………・・………・…・……・………53

　m．Ll本、オンタリオ州、ケベック州の児童虐待に対する対応　………・……・…・……61

第2章　子どもの権利擁護

　1．カナダの権利擁護システム　…………・……………・…………・……………・・…・……69

　　1．オンタリオ州　…………・……・……………・…・・……………・…………・…………・・70

　　2．ケベック州　…………・・…………………………………・・…・…・…・…・…・　・……・80

　11．権利擁護に関する所感　…・………………・……………・・…・……………・…　………87

　　研修訪問先関係団体リスト…・………・……・…・………………………………　・・……100

　　研修先からの入手資料…………・…・・……・…………・………・・………………………101

　　研6多1劃U名簿　　’’’”■■’’”‘”…’’’’’’’’’’’’’’’’’”t’’’’’”■■”…”・・’・・■■・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　103

　　資生堂児童福祉海外研修の実績・覧……………・・…………………・・…………・……・104

　編集後記………………・……・・……………………………・………・……・…・…………・・105



第26回　資生堂児童福祉海外研修　要　綱

1．目　　的

児童福祉施設の中堅職員を対象に、福祉先進国の福祉情報、専門知識、処遇技術、施設

の運営形態などの研修に加え、広く訪問国における人々との交流を通して、参加者　の

幅広い人間形成と資質の向ヒを図り、将来の児童福祉界を担う人材の育成を目ざす。

2．主催財団法人資生堂社会福祉事業財団

3．後　　援　　厚生省、全国社会福祉協議会

4．研修テーマ　「子どもの権利擁護と福祉サービス」

5．研修内容
　（1）日本における児童虐待増加の折り、子どもの権利擁護についてアドボカシー事務

　　　所、子ども弁護士事務所、児童柑談所などを訪問

　（2）福祉サービスの契約方式の状況について

　（3）子どもの養育システムについて

　　　　里親・グループホーム、A立支援センター、自立支援施設などユニークな施設を訪問

　（4）児童福祉制度について

　　　　トロント州政府や州政府の機関を訪問し、Child　and　Family　Services　Act

　　　　（子ども家庭サービス法、1984年）及び子どもの最善の利益、子どもの保護、

　　　　Well－Beingの考え方について

6．研修先　　カナダ（トロント、モントリオール）

7．実施時期　　1999年9月11日（上）～9月23日（木）（13U問）

8．派遣人員　　15名　団　員　13名（含む団長）

　　　　　　　　　　事務局　2名

9．推薦要件
　　D過去に他財団、団体の主催する同類の海外研修に参加していない者。

　　②職務経験年数が5年以上で年齢が45歳以ドの者。（99－4－1現在）

　　⑥FI常児童の処遇に真剣に携わり、本テーマによる研修について高い関心を持ち、強

　　　い意欲と責任感のある者。

　　④心身ともに健康で長期にわたって児童福祉に貢献できる者。

10．研修報告書の作成及び発表

　　①研修団は、報告書を所定の期日までに作成し主催者に提出する。

　　②それぞれの協議会等の主催する研修会等において、研修結果の報告を行う。
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第26回資生堂児童福祉海外研修スケジュール

月　日（曜） 時　間 1’ヨ　　　　程

9．・11（土） 14：55 東京（成田）発　CPOO2

13：45 トロント着

15：00 トロント発、ナイアガラフォールズへ

一⌒一⌒一一一一一一 一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一　一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一－『－一一一一　一一一一一一－一1－一｝一’一’一

9／12（B） 午　前 ナイアガラフ才一ルズ視察

午　後 トロントへ

’－－一一一一一一一 一一一一一一一一一 一一’一一’一一一’一一一一一一一一一一一一一’一一一一一一一一一一＝一一一一一一一一一｝一’一一一一一一一一一一一一一一一一一

9／13（月） 9：00 ・ChUdren‘s　Aid　Society　of　Toronto訪問

（トロント子ども援助協会：日本の児童相談所）

14：00 ・Children’s　Aid　Society　of　Toronto　Scarborough　Branch訪問

（上記の支部）

’一一⌒一一『一ひ一 一一一一1－一一一 一 ＿一一一1－一一→一一参→一一一　一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一’一一一一一一一一’一一一一一一一一一一一一一

9／14（火） 9：00 ・Catho亘c　ChHdren「s　Aid　Society　of　Toronto　訪問

（トロントカソリック子ども援助協会：カソリック組織の児童

相談所）

15：00 ・グループホーム2軒訪問：（CCAS（公的）、と民間のグループホ

一ム：一時保護、短期滞在施設）

． 一一一一一一一一一 ’一一一一一一一一 一’一一一’一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一’一⌒一一一一一一一一’←一一一一一一一一一一一一一一一一　一一一一

9／15（水） 9：00 ・Office　of　Chnd　and　FamUy　Service　Advocacy訪問

（子ども家庭サービスアドボカシー事務所：子どものための代

弁機関）

午　後 ・トロント市内視察

18：00 ・ Pape　Adolescent　Resource　Centre（PARC）訪問（ペープ青

少年資源センター：自立支援施設）

一一一一一一一一一一 一一一’一一一一一 ⌒一一⌒⌒一一一A－一一一一一’一一一｝’‥’一一一一一一一一一一⌒一一一一一一一一一一一一一一一一一一一　一一　　一一一　一一

9／16（木） 9：00 ・The　Cl山dren’s　Lawyer’s　Of6ce訪問

（子ども弁護士事務所：子どもの法的代弁を行う）

14：00 ・Syl　ApPs　Youth　Centre訪1用

（シラップス・ユースセンター：自立支援施設、少年院のような組織）

18：30 ・お別れパーティ（市内のレストラン：訪問施設関係者が11名出席）

一一⌒’一一一一一一 一一一一一一一一一 一一一一一一『一一一一一一一一一一一一一－－r－『一A－一一一一一一一一A’一一一一一一一｝－r’一一’一一べ一一一←一一一一一

9／17（金） 8：30 ’Ontario　Court　of　Justice　Provinciai　Division・FamUy訪問

（オンタリオ州裁判所家事部）
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月　日（曜） 時　間 日　　　　程

9／17（金） 14：00 ・ Japanese　Canadian　Cu［tural　Centre訪1瑚

（日系文化センター）、保育所・幼稚園を見学

16：00 ホームステー先へ移動（各ホームステー宅へ宿泊）

一一一一－－－一一一

9　18（土）

一一－－A－一一’

午　前

14：00

一『’→一一‥一一⌒’一’⌒⌒一⌒⌒一一一⌒一一⌒A－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一－、一．一一一1－A－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1・各自ホームステー先で過ごす

ホームステー先から空港へ集合

16：00 トロント発　CP1620

17：10 モントリオール着

9／19（日） 午　前 モントリオール市内視察

午　後 自由行動

’一一一一一⌒⌒一一 一一一一一－－一　 一一一一－－r－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一　一一一　一一　　一一　’一一一’一一一一一’一一一一一一一 「

9／20（月） 9：00 ・Commission　des　Droits　de　la　Personne　et　des　Droits　de　la

Jeuness訪問（人権及び青少年の権利委員会1大人と子どもの

権利擁護機関）

14：00 ・Batshaw　Youth　and　Family　Centres　訪問

（バショウ青少年家庭センター：児童相談所）

一一一一⌒一一⌒一⌒ 一一一一一⌒一一⌒ 一一一一一一一一　一一一一一一一一　一一－一一一π一一輌『一一’＾⌒一一⌒→一一P－一一⌒一一’一一』⌒⌒一⌒一一一⌒一一一⌒＾
1

9．21（火） 9：00 ・Batshaw　Y皿th　and　FamUy　Centres　Prevost　and　Shawbridge

Campus　訪問（上記のプレボストにある施設：教育的・社会

的更生施設）

14：30 ・ Leagal　Aid　Of6ce（弁護士事務所：子どもの法的支援を行う、

州の機関）

18：30 ・お別れパーティ（訪問施設関係者が6名出席）

一一一一一一一一　一 一　一一一一一　｝ 一一一’一→一一一一〕F一一一一一｝一一一一一一一一一一一一一一一　一一一一一一一一一一一一一1－一一1－－1－一一一一一一一．

9／22（水） 8：40 モントリオール発　CP861

10：00 トロント着

10：35 トロント発　CPOO1

一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一 一一…一一…一一1－－F　←一’…’→……一……’……’………”一一＾’
1

9／23（木） 12：35 東京（成田）着

通関終了後、研修終了の挨拶

解　散
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あ　い　さ　つ

全国児童養護施設協議会

　　　会長　福島　一雄

　財団法人資生堂社会福祉事業財団のご厚志により、昨年9月llHから23nにかけて、第

26回資生童児童福祉海外研修に児童養護施設職員をはじめ、全国の児童福祉施設職員に参

加の機会を与えていただきましたことを心からお礼巾しあげます。

　さて、児童養護施設においては、児童の権利条約や改正児童福祉法に基づき、「児童の最

善の利益」や「自立支援」の理念の実現を目指しています。次期通常国会では、社会福祉

事業法等の改正が予定されておりますが、その理念に示された利用者の権利擁護システム

の構築やサービスの質の向上は、措置制度の枠組みにおいても追求すべき課題であり、こ

うした課題に対応し、児童の最善の利益の確保に迫ることが、きたるべき21世紀をロ前に

してのわれわれの役割であると確信いたしております。

　このため本会では、大会・研修会等を通じて体罰防止のための手だてや効果的な援助技

術の向上に取り組むとともに、児童養護施設における権利擁護システムの構築のため、苦

情解決システムや情報開示・情報提供、サービス評価基準の作成等に取り組んでいるとこ

ろです。

　こうしたなか、今回の海外研修において、「子どもの権利擁護と福祉サービス」をテーマ

に、高い人権思想を掲げ子どもの権利擁護の実践に取り組んでいるカナダの福祉現場を訪

問し、研修されましたことは、今後のわが国の児魔福祉を考えるうえでも、大変時宜を得

たものであったと思います。

　本研修の企画・実施から報告書の作成に至るまで事務局としてお世話いただきました資

生堂社会福祉事業財団の皆様、さらには研修の内容充実のためにご配慮いただきました厚

生省の関係者の皆様に改めて感謝申しあげますとともに、本研修が引き続き児童福祉施設

職員にとって実りの多い機会として、今後の児童福祉と健全育成に一層寄与してまいりま

すよう祈念いたしまして、お礼のご挨拶とさせていただきます。
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団　長　報　告

　　lll梨立正光生園

施設長　加賀美尤祥

　1999年、第26回資4撹児童福祉海外研修は、13日間でカナダのオンタリオ州及びケベッ

ク州の11機関4施設を訪問するなかなかハードなものであった。しかし、研修プログラムに

先立って、ナイアガラ濃布の水飛沫で時差ぼけの頭を冷やしたり、トロントからモントリ

オールへの移動の一日を現地の日本人協会の皆様方のお宅への分宿ホームステイさせてい

ただくなど、よく配慮されたスケジュールのおかげで、団員にも心理的余裕が生まれ、チ

ー ムとしての結束を強めることもできたと思う。20代、30代が中心の団員の中で、同道の

小川常務理事、事務局の鈴木さんには、不慣れな環境で覚える心身の疲労を軽減するよう

な細心のお心遣いをしていただいた。謝してお礼申し上げます。

　出発に先立つ事前研修では、大阪府立大学の許斐有先生からカナダに於ける児童福祉の

最新情報を、又東京家庭学校の塩田さんからは研修心得を詳細にお話戴きました。続く結

団式には、（株）資生堂会長を始め、厚生省家庭福祉課長、全社協、全養協からも代表が列

席され心温まる激励のお言葉をいただきましたこと等、ここに改めて感謝を申し上げます。

　現地での研修プログラム作りから連日の訪問先での通訳までお世話になった菊池幸工氏

には、その見識の高さに敬意を払うとともに、きめ細かいご配慮に対して深く感謝の意を

表します。添乗員の野沢喜満子さんは、終始スケジュール全般のタイムキーパー役を優し

く厳しく務めていただきました。大変有難うございました。

　今回の研修テーマは「子どもの権利擁護と福祉サービス」であった。子どもの権利擁護

のサービスについては全国児童養護施設協議会が本年度の広島大会の主題としており、こ

のテーマは21世紀に向けて我が国の児童福祉事業展開の柱となることを考えてみると、誠

に時宜を得たものであり、いつもながら財団のアンテナの高さに畏敬の念を覚えたもので

ある。

　カナダ最初の訪問先は、トロント市にある北米最大の規模と言われる民間の児童相談所

「CASTorontoJだった。所長の話では、今カナダにおいて社会的要養護ケースとして保護

される児童のほとんどが、被虐待児であり、保護した後の家族との関係調整を大切にして

いるとのことであった。我が国でもここ数年、子ども虐待の認識が広まったこともあって、

虐待児童の入所ケースは全国的に急速に増加の一途をたどっており、施設養護の場を新た

な混乱に陥れつつある現状がある。カナダ研修はこうして民族、文化の違いを超えて共通

する問題対処の見聞からスタートすることになった。
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　　「国連子ども権利条約」の理念を導入してオンタリオ州が定めている“子ども家庭サー

ビス法”やケベック州の“青少年保護法”などの先進法制度は学ぶべき点が多いと感じた。

また、法律条文を正しく制度として実現していくためには社会的実践力ともいうべきもの

が不可欠だが、それが着実に根付いていくにあたっては、権利擁護の理念がライフワーク

として生活の中に息づいている国民性によるところ大であるとの感を深くした。

　子ども権利擁護サービスを強力に進める制度としては、政府直営の子ども代弁機関とし

てアドボカシー事務所、f’ども弁護士事務所などがあり、いずれの機関も、行政府の財政

的裏付けがある一方で、独立した機関の長としての権限が大きく認められている。ここに

も、それぞれのテリトリーを守り、互いの専門性を尊重する欧米型文化が顕在していると

思われた。さらには、どの機関もその長にはカナダ国内におけるそれぞれの道の専門家

（ソーシャルワーカー、弁護士など）の中での最高のレベルの実力者が就任しており、その

カリスマ性の影響力の大きさにも瞳目させられた。

　子どもアドボカシー事務所の訪問で印象深かったのは、子どもの意見を代弁するにあた

っては、彼等の主体性をいかに尊重するかという理念がしっかりしていることであった。

これは、子どもが自分の中にある力を発見し、その力を使って自分の意見を言うのを助け

るというエンパワーの概念で説明されていた。我が国でも社会福祉事業法改正が目前に迫

っており、施設児童の苦情解決のためのシステムが導入されることになっている。しかし、

そうしたシステムが単なる手続き的、形式的なものにとどまることなく、子ども自身によ

る意見表明が、望ましくない方向ヘフィードバックされる恐れがないように、子どもが安

心して自分の考えを述べる事ができるように勇気づける施設の在り方が望まれよう。

　新世紀を迎えようとする今、子ども虐待の事件が連日のようにマスメディアを賑わし、

施設人所児童の処遇困難性が云々され、その象徴的事件として施設内体罰の報道もあった。

家庭や学校・児童福祉施設等における子どもの権利侵害に対して世論が喚起されている状

況は、いわば、子どもの権利擁護理念の浸透とサービス機関充実のための絶好の機会であ

り、本格的に取り組むべきまさにチャンスであると考える。

　子ども虐待への対応と子どもの権利擁護は、相互にリンクしたテーマとして、抜本的な

法制度と実効性のあるシステムの改革を迫るものである。今回のカナダ研修に参加した鋭

意の若き団員が、それぞれの立場で研修成果を生かし、その実現に向かって遇進してくれ

ることを信じている。
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事　務　局　報　告

資生堂社会福祉事業財団

　常務理事　小川　知・

　今同は、高い人権思想を掲げ、子どもの権利擁護意識の強いカナダのトロントとモント

リオールで研修を行った。

　カナダは、英語、仏語を公用語にしているが、トロントとモントリオールには次のよう

に大きな違いがあった。

・トロントー英語中心で移民も多い多民族の都市〔活力のある都市〕

・モントリオールー独立運動が絶えず行われていることからも解るように、英仏に．二分さ

　　　　　　　　れ、病院、児童養護施設もそれぞれの言語別に配置された英仏共存の

　　　　　　　　都市〔落ち着きのある都市〕

　両都市に共通しているのは、道路標識の英仏語表示のみといっても良い程であり、2都

市の大きな違いから類推してカナダは、ECミニ版という印象を受けた。

　きっとカナダのアイデンティティーは、国旗と道路標識であり、州のアイデンティティ

ーは、州独自の運営で色づけしているのだろう。

　児童福祉についても、連邦政府管轄ではなく、子どもにより近い州政府管轄で、地域密

着型の運営であるため、その対応も日本と比べ数段スピーディーのように感じた。

　州独自の施策が展開されている中で、共通して実施され、かつ日本よりキメ細かな対応

の図られているのは次の2点であった。

①r一どもの権利擁護システムが充実

　子どもの権利を保障しながら、自立支援のための適切な生活指導が図れるメニューの多

　彩さ〔ソフトウエアの完備〕が目をひいた。また、次のとおりキメの細かさにも感心さ

　せられた。

・日本でも言われている子どもの意見表明権も、カナダでは選択肢として州の議員、子ど

　も・家庭代弁事務所、子どものための弁護七事務所、日本の児童相談所に該当するCAS

　と多数用意されている。

・ 日本でいう子どもの措置もマニュアルに基づいて対応時に判断し、その緊急度別に明示

　されたH数以内での行動が義務づけられている。さらに、その行動が問題を生じた場合

　は、批判のためではなく再発防tEの査問会を開催するなど、プラン、ドゥ、チェック、

　アクションが徹底されている。

②対症療法と並行し予防対策としての「子どもに対する子育て教育」の実施

　日本で言う親準備性の不足をカバーするためか、学生がベビーシッターなどの擬似親体

　験を実施し、単位のもらえる制度や学校教育の中に親の責任と子育てに関する教育のカ

　リキュラムがあるように予防対策にも力を人れている。

　このような日本との違いは、何処から生じたのだろうか？

　福祉システムが違うと言われるかもしれないが、その根幹は、自分で考え、行動し、そ
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の結果については、自己が責任を負うという、自己責任原則が幼い時から教えられている

ことや、成人したら独立するという文化に裏付けられた教育観の違いではないだろうか。

　子どもをひとりの人格として容認し、成人までに独立を可能にする親と子、学校、施設、

コミュニティーが上手にネットワーク化された自助、共助、公助による自立支援教育が根

底にあるように思われてならない。

　前述の意見表明権も、自己の意見が主張できるよう教育され、能力を保持した人たちだ

けが行使できる人権尊重の権利と解釈すると、多彩な選択肢の存在も理解できる。

　過保護で依存体質が強く、成人までのモラトリアム期間が長い、日本の子育て文化や風

土を考えると、意見表明権の真意が大人や子どもたちに理解されているのか疑問に感じる。

　日本の土壌に根づかせるためには、立案の経緯と前提条件を理解したうえで、日本流の

導入方法確立が不可欠と痛感した。

さて、今回の海外研修は、団員の皆さんにとって、課題というお土産をたくさん頭に詰め

込むことができ、きっと有意義だったと思う。その課題に対して現状を直視し、成果とし

て施設の現場で具現化することを期待している。相田みつをの言葉に「アノネ、がんばら

なくてもいいからさ具体的に動くことだね」というのがあるが、旺盛な行動意識を持って

前進して欲しい。

　福祉に素人の私にとっても今回の研修は、行動計画の策定に際し「複眼の思想」で考え

ることの重要性、現状に流されることなく「本質を見極め俊敏に行動すること」の大切さ

など考えさせられることが多かった。団員の皆さんとのネットワーク化が図れたことも大

きな収穫だった。

　海外研修の良さは、見て、聞いてディスカッションして新たな活力、知恵を生み出す効

用の創出にあるようだ。

　これもひとえに、今回の海外研修のアレンジをお願いし、カナダの児童福祉に精通した

福祉通訳士である菊池幸工氏の絶大な協力あってのことである。衷心より感謝します。

　加えて、団員の研修中に業務を代わって推進して頂いた施設の皆さんを始め当研修をご

支援頂いた関係各位に心からお礼申し上げます。

　2000年度の海外研修も、更なる進化を求めて内容にも工夫を凝らし、気鋭の人たちと厳

しく楽しく実施したいと考えている。

　引き続き関係各位のご支援お願い致します。

to



第1章 カナダの子ども福祉

固この国のかたち

歴史的特性と法体系

　多元国家カナダは、IOの州と3つの準州

から成る連邦国家である。

広大な国土は日本の約27倍もの面積を有し、

東西両端の都市間の距離は、ほぼ6．000キロ、

時間にして4時間半もの時差がある。ちなみ

に人口はn本の4分の1であり、その約60％

がアメリカとの国境線近くに位置するトロ

ント・モントリオール・バンクーバー・カ

ルガり一の4大都市圏に集中している。カ

ナディアンロッキーやナイアガラフオール

ズ、li大湖に象徴されるように緑、湖が多

く大自然に恵まれた美しい国だ。

　歴史は浅く昔ながらの文化は先住民（イヌ

イット）の文化のみだが、16‖t紀以降ヨーロ

ッパ人の北米大陸移住が本格化し、カナダ

にも17～18世紀にかけてフランス人の入植、

続いてイギリスからの移民が増大してきた。

1867年の連邦結成以前はこれらイギリス系

移民とフランス系移民は互いの利害をめぐ

って対立していたが、後にイギリス系を中

心に独立へ向けた動きが活発になり、自治

権を求めたフランス系少数派との確執の結

果、英領北アメリカ法のもと地方分権的な

連邦制によりカナダ自治領として独立を果

たした。国家元首はエリザベス女王、国政

のトップは連邦議会が選出する首相であり、

立法権はカナダ連邦議会と州議会（最高責

任者は州首相）とに分割されている。特徴

として連邦政府と州政府は対等な関係にあ

り、前者はカナダ全体に関わる事項、即ち

外交や国防、移民、刑法などの行政を担当

し、後者の州政府は福祉、教育、文化、医

療および財産権、司法執行などに強い権1狼

を有し、独自の法律を持っている。

1982年カナダ在住の人々の基本的権利を定

めた「権利と自由のカナダ章典」が憲法に導

人され、そこでは言論・結社を保障する権

利、選挙権などの民主的権利、移動の権利、

言語の権利、人種や年齢・性別・心身障害

などによって差別されない事を保障する平

等権、法的権利などが規定されているs特

にこの’ド等権はカナダのr・ども福祉の実状

に、色濃く反映されていると言えるだろう。

　多民族国家であると同時に多文化主義（マ

ルチカルチャーリズム）の国ともいわれ、現

在アジア系移民も含め172力国の人種が暮ら

している。相互にそれぞれの文化を大切に

しながら共存しており、またおJilいの違い

を認め合い助け合いながら生きている姿勢

はある意味、この国の成り立ちからする生

雄大なスケールのナイアガラ
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活の至便であると共に、相互の権利を尊重

し侵害しない関係をも生ぜしめた。それが
“

人権大国”と言われるゆえんである。

　方でカナダは、自己責任が原則の厳し

い社会でもある。実力主義で、自分はどう

いう考えを持ち、何ができるのかが問われ

続ける。自立していないと社会では生きて

行けない。

　権利と同時に義務、責任が確実について

まわる。“やさしさ”の裏には“厳しさ”が

あるのだ。この事は、今回の研修テーマで

ある「権利擁護」を考える際に、最も重要な

課題事項となった、

回子ども福祉サービスの腰

　我々は、最も多民族の人々が暮らす、経

済の中心地であるオンタリオ州トロントと

フランスの文化が色濃く存在するケベック

州モントリオールを訪問した。約2週問と

いう短い時間であったことと、トロントが

7割モントリオールが3割だったためトロ

ントの事情を知ることが精一・杯だったこと

をお断りしておく。

　今日、｝’1本でも福祉・教育・医療の連携

はその必要性が重視されつつあるが、カナ

ダでは、すでに当たり前のように密接な関

係を持ち、連動している。カナダでは、「f一

どもの成長、ケア」ということに・貫性を

持たせることに留意して、子どもにとって

何の援助が必要なのかを、あらゆる角度か

ら追求し、解答を見つけ、それを確実に実

行しようとしている。

子ども福祉の歴史的流れ

　カナダのr一ども福祉の歴史は、f一ども虐

待、非行問題、f’どもの権利条約等がきち

んと関連し、整理されながらその時代背景

に合わせた形で流れている。カナダで子ど

もの虐待が表面化してきたのは1970年代で、

社会問題化してきたと同時に、子どもの権

利についても注目されていた。1977年にケ

ベック州の青少年保護法（Youtll　Protection

Act／1977）が改iEされ、法律の中でインケア

の子どもの権利が明確に規定された。インケ

アとは、親元を離れ保護されている子どもの

ことであるが、日本では、大判ま児童福祉施

設に措置することを意味する。同時期にオン

タリオ州で、州政府コミュニティー・ソーシ

ャルサービス省に了Lども家庭サービス部が設

置され、子どもの福祉制度の改革が始まる。

　1984年に今までの児童福祉関連の10の法律

を統合し、子ども家庭サービス法（CIUId　and

Familv　Services　Act　S，0．1984）が成立す

る。この中では、さらに細部にわたりインケ

アのr一どもの権利が明文化されている。1989

年に国連で「子どもの権利条約」が採択さ

れ、カナダは、1991年106番目の締約国（［1

本は1994年158番1「Dとなったe2000年に大

新・旧トロント市庁舎
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きな法改正があるようだが、今までに見直し

と改正は何度も行われており、その時代に合

わせて柔軟に対応している。

子どもの保護について

　カナダの子ども福祉は、「fどもの虐待防

1ヒのための取り組みそのものである」と言っ

ても過言ではない。現在も虐待に関する様々

な研究が行われているが“r・防・防止”にか

なりの力を入れて取り組んでいる。すなわ

ち、なぜ虐待に至ったのか、防ぐ方法は何

か、を試行錯誤している。カナダは、多くの

実績から“福祉国家”と言われているが、関

係者によると、最近は福祉予算カットの傾向

があり、大変であるという。在宅のケアより

も保護の方が16倍の費用がかかるというデー

タもあり、非常にシビアである。各機関が年

間の予算の中で最大の効果を上げないとカッ

トされる（保護も含む）。このような事情も

予防に重点をおいて取り組むことにつながっ

ているようだ。具体的には、資料Dを参照に

していただきたいが、虐待がおこった場合、

発見した者は通告をする義務がある。第．一次

機関はトロントではCAS（CIUIdren’s　Aid

Society）で、モントリオールではユースアン

ドファミリーセンター（Youth　And　Famlly

Centres）であり、いずれもII本の児童相談

所のような機関である。

　ここで違うのは子どもに関わる仕事をする

者が通告を怠れば、罰金もしくは懲役刑に課

せられる罰則がある点である。そして、虐待

の疑いもしくは事実があった場合、保護をす

るのだが、ここで難しいのはどうやってその

事実関係を調査するかである。関わる人・人

一・人が虐待に関する理解や考え方が違う。そ

こでオンタリオ州では1997年に“リスクアセ

スメントモデル”（虐待に関する危険性の評

価基準）を作成した。州によって若干の違い

があるようだが今は、どこの州でも使用して

いる。これの特徴は、子どもの成長にとって

危険な状態であるかどうかの評価基準であ

り、“f二どもにとってどうか”を最優先に考

えられている点である。また、いつまでに

（何口以内に）何をしなければならないのか

が決められている。カナダでは、子どもを大

人と同じ一人の人間として見ており、同格に

とらえている。

　仮に虐待があり保護をすると、5日以内に

裁判所に報告するように義務づけられてい

る。介入する場合、必要があれば警察や看護

婦も同行する。裁判で保護するか否かの判断

がなされるが、裁判となると当然子どもは不

利となりやすい。そのために、r一どもに子ど

も専門の弁護士をつける制度を設けた（弁護

料は無料→公費負担）。また、子どもは自分

の考えや意見を表現する能力が大人に比べ当

然劣るため、気持や意見を話せるアドボカシ

ー事務所がある。ここが子どもの代弁者とな

り、その活躍は目を見張るものがある。とに

かく無条件で子どもの味方になってくれる。

　子どもの“保護”が決定されたら、子ども

はどこで生活するのか、それは里親かグルー

プホームであり、「できるだけ家庭に近い形

でケアする」ことが基本となっている。ほん

の数年前までは、日本の児童養護施設のよう

な大きな施設があったが、．ヒ記の理由でなく

なった。インケアの．子どもの権利は保障され

ているが、白分のケアについて不満があった

ら見直しをしてもらうように要求することが

できる。これをレビュー（再審査請求）と言

っている。ケベック州では、このときに本

人、家族、関係者がすべて集まって話し合い

をもつ“場”が設定される。オリエンテーシ

ョン・テーブルと呼ばれ、裁判で決定された

後でもきちんと子どもの意向を尊重するシス

テムができており、問題解決をするのに非常
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に有効な手段である。

次に直接にy一どもへのサービスを担っている

「トロント子ども援助協会」、「トロントカソ

リックJtども援助協会」、モントリオールの

「占少年家庭センター」の活動を報告させて

いただく、

毎朝散歩を欠かさないM

さん、屋台のホットドッ

クやサンドイッチをGet

しては楽しんでいた。あ

る晩、すし屋でたらふく

食べて、赤いバラを抱え

て戻って来ると、同室の

者の残したチーズバーガ

ーをペロリ。さすがに翌

朝は散歩に出なかった。

ちなみにバラはK氏から

のプレゼントらしい。
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（資料①　子どもの保護に関するサービスの流れ）

CAS中央インテーク

・ 通告義務→罰則あリ（子どもに関わる仕事をする者｝

・
通告テータ→一般市民41％・教育機蘭23％・コミュニテt－14％

　　　　　医療機関12％・法律／警察10％

・ 介入・調査が必要かどうかの判断
・ 必要な場合→介入タイミングの判断
汐イミングとは何時までに調査するかという時間的鵠限を意味する〕

　　　1

終了

i介入必要あり‘

1ケア必要なし「一一「颪
　　　　　　　　　　　　　　　L
　　　　　　　　　　　　‘
　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘　　　緊急一時保護・

　ケアプランの作成
；在宅サービス　養育サービス

・近郊の支部へ連絡

・ 家族一人一人を調査する
・警察・看護婦も必要であれば介入同行
（24時閤以内に調査結果をまとめる）

・子どもが危険な状態の場合はすぐに保護

』」同意・な・i

サービス開始1

t－－tti．t’x1
　　　　　　　　　　　　　　　　　［

里親・グループホーム

施設・養子縁組

（5日以内に裁判所へ報告書提出）

（2i日以内に計画書作成）
・本人、家族、教師、ケースワーカーなども参加可能

・養育サービス＝（日本では施設入所）

・ 子ども専門の法廷
・ どこで子どもが生活する事がふさわしい
のかという視点で判断

クラウンワード（永続的に保護／永続的に公的後見）

ソサエティワード（2年以内に家庭復帰／一時的公的後見）

・ ソーシャルワーカーは1カ月に1度子どもと会う

・ 子どもの権利保障が明確

再審査（レビュー） ・ 不服申し立て制度あり

同意してサービス継葺 法定（同意なし）

・モントリオールではここで‘‘オリエンテー

ション・テーブル”実施（本人、親、SW、
関係者がすべて集まって話し合う）

サービス終了
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1．　トロント子ども援助協会

　　（Childrenls　Aid　Society　of　Toronto）

訪問日時11999年9月13日

所在地：オンタリオ州トロント

創立年：1891年
利用対象：トロント市内の援助を必要とする家庭、子ども

職員数：640人
運営費：年間Ca＄8，300万、（Ca＄1≒84円）

CASトロントの正面玄関

1．1　CASとは？

　CASとはChildren’s　Aid　S《）cietyの略であ

る、オンタリ才州では、子どもの福祉は「r・

ども家庭サービス法（Child　and　Familv

SerN・ices　Ac〔：1984）」によって様々なサー

ビスが行われ、CASもこれに基づいて設置

されており、役割・責任も法の中に明確に

規定されている。CASは、直訳すると“　f．

ども援助協会一一となるが、簡単に言えばII

本の児竜相談所の様な組織である。財政は

公費でまかなわれているが、運営は民間で

ある。歴史は約100年であり、法律も時代、

ニーズに合わせてよく改正されるため、そ

れらに合わせて組織の形態・内容は変化し

ている．

　オンタリオ州には、トロントのCASの他

｛こ、カソリ・ソク教のCAS、ユダヤ教のCAS、

先住民のCASと合計4つのCASがあり、それ

ぞれ特色ある運営をしており、サービスの

受け手がどのCASを利川するかを決める権

利をもっている。CASトロント（CAST｝は

その中でも最人の組織である，

（1）トロントCASの組織

　オンタリオ州政府機関であるコミュニテ

ィー・ソーシャルサービス省（Ministry　of

ColllmUIIity＆Social　Services＝H本で1iえ

ば厚生省）に属しているが、民間による運

営であり（資料f参照）トロントCAS全体

では、4つの支部も含めると6・IO人のスタッ

フがおり、ファミり一ソーシャルワーカー

（ケース全体を対応する）、チルドレンサー

ビスワーカー（ケアにいるr一どもへの対応）、

インテークワーカー、医師、セラピスト、看

護婦、弁護t：、その他すべて専門家で構成

理事長のブルース・リバース氏
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（資料① CASトロント全体組織図）
Organizational　Chart協会組織図

1α）mmu耐y　Membership

ll㌫；㌶竃5上，人で」

灘羅・・で・会・・i

1

i

一IBoad　of　Directorsl
「一一一一一一一rFinan藺／Audet　Cmte　予算委員会

Executive　Directors

エグゼクティブディレクター

lExecuhe　Cmte　エグゼクティブ委員会

Nominating　Cmte　任命委員会

lCommunications

‘

CAS　F・undati・n　l

　　CAS基金　　　ト

　　　　　　ト

　Human　ReSourcesl 　Director　of　Service
．
，

サービス部ディレクター

一Finance＆Administration
1財政・⌒｛

（資料②

　　　　　　　　　　　　　　　　　　∠［

　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　L！llllt：tllll

トロントCASサービス部門）
‘

「Directer　of　Service サービス部ディレクター

’

lCentra｜
lntake

中央インテーク

Toronto
Branch

トロント支部

North
Branch

Long　TemCare

．識算ピ．1

Scarbo了oゆ
Branch

ス赫ロー趨

1Et。bi・・k・

Foster
Care
Resource
Services

里親の募集や研修1

トレーニングに　‘

関するサービス

lnternal

Resource
Services

Centre

Clinical

Research＆
Preventien

調査・肪止・予防

センター
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Iトピコーウ支習

Hea｜th
Services

Lega）
Services

‘＜」．法規サービス
Volunteer
Services

ボランティア
、サービス
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されている。

　我々が訪問した1999年から、資料②のサ

ー ビス部ディレクターは大きく組織変革さ

れ、中央インテーク部門ができ、支部が1

つ廃II二となった。中央インテークについて

は、担当の方から直接税明を受けた。

（2）　トロントCASの働き

、！サービスの実施及び統計

　1998年の統計では、20．319人の子どもにサ

ー ビスを行った。その中、17200人は在宅福

祉サービス、3，119人には養育のサービスを

実施した。サービスを受けた全体の約70％

は低所得者層の家庭にいる子どもである。養

育サービスとは、様々な手続きを経て親子

分離をした事を意味し（日本では、児童福

祉施設への措置と考えられる）、この状態を
“

インケア”と言っている。インケアの子ども

に対しては、里親、グループホームサービ

スを提供しており、日本の児童養護施設の

ような大規模な施設は既になくなっている。

　インケアの子どもには、月平均Ca＄1，637

の経費がかかるのに対し、在宅サービスは

月平均Ca＄102となっており、インケアとな

ると16倍もの経費がかかってしまう。CAS

にとっては、年間の予算が決まっているた

めコストに対し、かなりシビアである。予

防に力をいれている理由には、このことも

関係していると感じられた。

　次に資料②を参考にしながら、サービス

の流れに沿って説明する。

［21通告・通報

　虐待などから子どもを護るため、法律に

通告の義務は記載されている。EI本と同様、

全国民がその対象となるが、子どもに関わ

る仕事をしている者にはさらに厳しい義務

が課せられ、それを怠ると、罰則があり、罰

金や免許（資格）を失う場合もある。ちな

みに、1998年の通告は、教育機関（23％）、

コミュニティー機関（14％）、医療機関

（12％）、警察　法律機関（10％）、それ以外

が一・般市民からのものである。テレビでも

虐待の防止、通告についてのcMが放映され

ており、周知徹底iしている。実際、通告数

は、かなり多いとのこと。そして、全体の

40％は身体的、性的虐待のケースである。

③中央インテーク・システム

　虐待などの通報はこれまで支部で受けて

いたが、1999年4月から中央インテークです

べて受けるようにした。その理由は、通報

の件数が増加し、支部では対応しきれなくな

ってきたこと、各支部によって対応のばら

つきがあったため、（i）客観的に判断できる

ように、（ii）どこでも同じサービスが受けら

れるように一貫性をもたせ、価）責任を明確

化する、というのがねらいである。スタッ

フは、高い能力が要求されるため、専門的

知識を持ち、さらにトレーニング（対話の

方法・調査、判断、記録の方法など）を受

けた者がインテークワーカーとなる。ここ

では、通報に対し、情報を収集し、介入・

調査が必要か否かの判断、介人する場合、い

熱心に聞きいる研修生一同
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つ介入すべきかそのタイミングの判断のみ

を行う。判断における評価基準は細かく明

確なものがある。

1・ll）アセスメント、介入

　まず、“子どもにとって危険かどうか”を

最優先にし、中央インテークで介入と判断

された場合、4つの地域に分かれた支部に連

絡が入り、調査担当ワーカー、警察、（小さ

な子どもがいる場合は看護婦も同行）が介

人、調査をする。この時点で、子どもが危

険な状態の場合、親の同意がなくても子ど

もを・・時的に保護することができる。この

調査は、かなり細かく行われ、親・子ども・

兄弟にも個別で行われる。調査の結果は、5

日以内に裁判所へ報告しなければならない。

⑤．ケアプランの作成

　調査結果を基に、ケースの処遇についての

検討をするが、日本と異なるのは、学校教師、

里親、グループホームの職員など実際にf一ど

もに関わっている人々が参加し、それぞれの

立場から発言をする。また、場合によっては、

親・f’ども本人の参加も可能である。

いる。すべての項1』について、なぜ保護が

必要なのか、要らないのかを判断した理由

を具体的に記載しなければならない、

　このような基準のみに頼ることはできな

いが、診断の際に、基準があることは個人

差、暖昧な判断をなくし、公平な判断がで

きるため非常に役立っている。ワーカーに

とっては、大変な作業であり、時間と労力

がかかる。さらに、診断結果をコンピュー

ターに入力し、各支部・本部・全CASで情

報の共有化を図っている。

⑦裁判所とCAS専属の弁護士

　カナダでは、親が同意をしない場合には、

y一どもを保護する（インケア）か否か（日本に

おいては児童福祉施設に措置するかどうか）、

最終的には裁判所の判事が法廷で決定する。

　法規サービスの部門に全体で12名の弁護

士がいる。介入の後、ワーカーの調査結果

を“証拠”としてまとめ、裁判所へ書類を

提出すること、裁判の際CASワーカーと共

に、法廷に出て弁護するのが主な仕事であ

るが、1日30～40ケースが提出され、4つの

裁判所で裁判があるという忙しさである。

⑥インケアすべきか否かの判断

　1．1本でも同じであるが、カナダでも虐待

のケースにおいて、常に難しいのが保護す

る必要があるか否かである。すなわち、親

子分離するかどうかであるが、これについ

てオンタリオ州では、すべてのCASに共通

の評価基準（子どもを保護するためのリス

クアセスメントモデル）を1997年から導入

している。大きく3部に分かれており、生活

環境として適確かどうか、今子どもがどの

くらい危険な状態なのか、今後の家庭環境

の悪化が子どもの虐待につながる可能性は

どうか、などかなり細かく項目が分かれて

⑧長期ケアサービス

　この部門では長期（6カ月以上）のケアが

必要な子どもに対して様々なプログラムが

用意されているが、その1つには、養子ケー

スのコーディネー1・をしている。0歳～8歳

くらいまでの子どもが対象であり、年間約

100ケースを扱っている。

⑨フオスターケアサービス

　インケアの子どもに対する資源としては、

第一に、里親（フォスターペアレンツ）で

あり、ひと組の里親に委託できる子どもの

数は最高4人までと決められている。全て
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CASとの契約制である。現在371軒のフォス

ターホームと契約しており、特徴としてそ

の半数以上の家庭が、カナダに移住してき

た人々であり、60の言葉（方言）に対応で

きるとのこと。里親へのトレーニングは様々

なプログラムがあり、トレーナーは当初1

名だったが、トレーニングを受けた里親の

中、能力のある者がトレーナーとして活躍

しており、現在7名いる。

⑩グループホーム

　第二の資源は、グループホームであるが、

CASの組織の一一◆部であるものと、全くの民

営でCASと契約しているものがある。おお

むね7～8名までの定員で、長期利用となる

ことは、ほとんどない。年齢、性別、問題

の傾向などを考慮し、様々な養育プログラ

ムに分かれてグループホームが存在してい

る。しかし、実際は定員の空きを待つ子ど

もがいる状態で、選択の余地はあまりない

のが現状である。

⑪ファミリーリソースセンター

　このプログラムは、インケア後の親子関係

を修復するためのもので、保護された子ども

に親や家族が面会するだけでなく、実際に程

度に合わせて一一定期間生活をするために訪問

する。スタッフは、さりげなく様子を見て、

危険がないかチェックしたり、育児に対し具

体的な助言、方法を教える。この記録は、裁

判の際の証拠としても使われる。

⑫虐待等の防止（予防）

　オンタリオ州全体で虐待防止に関する市

民の関心度は高い。しかし、初めからとい

う訳ではなく、虐待がクローズアップされ

たのは1970年代後半であり、その後1984年

の法改正で周知されるようになった。

20

　予防のキャンペーンも行っているが、注

日すべきは、具体的なプログラムを模索し

ながら作り上げている点である。調査結果

によると、親の90％は虐待をしたくないと

思っている。何が問題（原因）なのか？ま

た、解決するにはどうしたらよいのか？簡

単には次のような対策であるe

（i）親として、子どもにどのように接した

　　　らよいのか分からない（非常に多い）

　　→」㌧育てのプログラムへの参加など。

（il）親の精神的（メンタル）な問題→治療、

　　ボランティアによるt’育て支援など

価）親の孤立感の問題→ボランティアの訪問、

　　メンタルフレンド、などの心のサポート

（iv）経済的な理由→物的支援

　　その他にたくさんのプログラムをもっ

　　ている。それらは非常に明確であり、

　　実際に行っていることがすばらしいと

　　思った。また、ボランティアの活動に

　　は目を見張るものがあり、CASにとっ

　　て具体的な援助活動をする際は、不可

　　欠の存在である。

　　現在700名のボランティアに様々な形で

　　活動してもらっている。

　様々な説明を聴き、子どもの問題に関し

てはなんら日本と変わらない、また、ソー

シャルワーカー、里親、グループホームの

職員がなかなかうまくいかないという苦し

み、難しさを抱えていることも同じである

と強く感じた。

　人権大国カナダにおいても虐待は多く社

会問題である。事例から、“子どもを護るた

めに”今できることは何か、何が原因なの

か、どんな援助が必要なのか、今後どうし

たら良いか、資源としては何が足らないの

かなどについて、時代とニーズに合わせて

柔軟に対応させている点がすばらしいと思

った。



1．2　トロント子ども援助協会スカボロー支部

　　　（Children’s　Aid　Society　of　Toronto　Scaborough　Branch）

　訪問日時：1999年9月13日

　創立年：1891年

　職員数：75人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘‘活動内容：オンタリオ州家庭児童援助法からの委託として里親やボランティア等と提携　‘
‘

　　　　　　しつつ、子どもとその家族に対して様々な保護、防止サービスを施行する。　、

スカポロー支部　レンガ作りでシックな正面玄関

　前項でもふれたように、“トロント子ども

援助協会”（CAS）は、北米における最大規模

の1　tfi”’福祉機関であり、その中のサービス部

ディレクターでは、中央インテークを拠点と

して、次の4つの支部で活動を展開している。
．’

1　トロント支部

2北支部
［3．スカボロー支部

．こfエトビコーク支部

　このCASは、基本的な財政は州政府、運

営は民問という半官半民営組織であり、16

歳未満の児童に関する調査、保護及びその

背景となる原因の予防と、家族へのケアを

1－1的とした機関である，トロント市内にあ

るこれら4つの支部では、各地区ごとに2

つのインテークチームが動いており、ひと

つのチームにスーパーバイザーと7～10人

のソーシャルワーカーとが付き4週間のス

ケジュールで活動している。更に、超地区

的役割を担う1チームが何らかの緊急’封態に

対応すべく補助として設けられている、

（いスカボロー支部の特徴

　私達が訪れたスカボロー支部は、この4つ

の地区の中で最も広い範囲をlliめており、と

りわけその社会的・地理的特性として、貧

困層が比較的多く、住宅事情σ）悪さやホテ

ル、ホステルが多数密集しているため住所

不定者が増加するなど、複雑な問題を抱え

ている地域である。また家庭内暴力（虐

待・ネグレクト）や青少年の薬物中毒等に

みられる社会問題がH常化しているような

傾向もみられる。

　この様な状況の中でCASスカボロー支部

は、人｛155万人に対し年間1．OOO件ものケー

スを扱い、その中約700件がファミリーサー

ビス、250件以上が短期間のチャイルドケア

サービスとして対応している、

スカボロー支部　子どもたちによる壁面の作品
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職員の構成は、現在75名のソーシャルワーカ

ー とスーパーバイザー及びアシスタントに加

え、弁護士・医師・看護婦（危険の高い乳児

のため）・ボランティア・コーディネーター

等の専門家が活動を支え援助している。

（2）スカボロー支部の役割

　スカボロー支部マネージャーを務めるシ

ェリー女史によると、この組織の目的・任

務は、次の3点に集約される。

　①インテークを受け調査が入った後、保護

された子どもに対するリスクアセスメント

（児童保護のための評価基準）を継続的に

行う。これは子どもの状況を常に把握する

意味でも必要な事であると思われる。

　②子どもに対する短期的ケアサービスを

提供する。基本的には2年未満での問題解決

を目標とし、家庭に返す努力をしている

（Society　Word；親権一時停止）。その間、児

童はCASの保護のもと里親・グループホー

ム・施設などにインケア処遇される。一方、

法廷での審判により長期的ケアが必要となっ

た児童（Crown　Word；親権剥奪）に対しては、

州政府が責任を持って彼等の後見人となり基

本的に18歳までCASも関与しつつ、場合によ

っては、彼等が学校に通いながらCASに協力

的ならば21歳までサービスを受ける事ができ

る。Crown　Wordの子ども達は、州政府が永

続的に後見する事になる。これは公的後見制

度としてオンタリオ州における特筆すべきシ

ステムではないだろうか。

　③既存のケースで、同じ家庭あるいは児

童に新たな問題が生じた場合、インテーク

を省略して直接調査ができる。これは即応

体制がとれると言った意味で、重要なポイ

ントとなっている。

（3）CASスカボロー支部のプログラム

　CASでは、児童・青少年及び家族が抱える

困難な問題やニーズに対し、様々なサービ

スやプログラムが準備され適用されている。

前項と重複する部分もあるが、スカボロー

で、実際に展開されているプログラムでも

あるので、ここに紹介したい。

「、じファミリーリソースセンター

　このプログラムはオフィスではなくより

家庭的な状況の中で家族が子ども達を訪問

できるように作られたものである。同時に

この様な場を設けることによって、CASに

とってはクライエントの家族関係や、親の

養育能力を観察する事も可能になる。個々

の家族は1日につき1時間～6時間の訪問の

間、食事を用意したり、子どもに基本的な

世話を与えることが課せられている。観察

報告は訪問を監督するスタッフによってな

される。

　これらの記録はまた親権裁判の際、審理

で証拠としても使われる。

②H中の処遇プログラム

　日中の処遇プログラムは週5日（月曜日～

金曜日）、’F前8時から午後8時まで2ヵ所で

運営されている。このプログラムは自宅ま

たは里親、その他の施設でプログラム生活

している7歳から10歳までの児童の中、通常

の学校プログラムに適応できない者が対象

である。このクラスは、6～8人の児童につ

き1人の教師と1人ないし2人の児童指導員

が配置されている。午後3時から午後8時ま

ではカウンセリング、食事、レクリエーシ

ョン活動等にあてられる。

③アセスメントグループホーム

　アセスメントグループホームは5カ所あり、

それぞれのホームには24時間の厳しい監督
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下に置かれる必要のある児童・青少年6～7

人にアセスメント及び監督のため、1人のス

ーパーバイザーと8人の児童指導員が配置さ

れている。報告．書には各児童・青少年につ

いて行動アセスメント、心理学的アセスメ

ント、精神医学的アセスメント及び医学的

アセスメントの側面から記録される。

④長期グループホーム（性的虐待を受けた男

児達のためのプログラム）

　性的虐待の被害者になった若年層（6歳～

10歳まで）の少年達のために特別に設置され

ているグループホームは1軒あり、1人のス

ーパーバイザーと8人の児童指導員が配置さ

れている。CASが1991年にこのプログラム

を開始する以前には、適切な処遇を受けな

ければ他の児童に対して性的虐待の加害者

になったであろう児童たちに適したプログ

ラムは存在しなかった。

⑤浮浪青少年のためのプログラムー16歳以ド

　このプログラムを行なうための施設は一

軒であり、ここには1人のスーパーバイザ

ー、1人のソーシャルワーカーと8人の児童

指導員が配置されている。ここでは主に路

上で生活していたり、麻薬や売春に関与し

ている16歳以下の青少年達に、急場のシェ

ルターや医療上のケア・心理的な援助をし

ている。

このプログラムはカナダ・アメリカの他の地

域から来た者でも16歳以下の青少年なら誰に

でも適用されるもので、彼等の実家や最寄り

のCASに帰れるように援助も行っている。

⑥L．1．F．E．プログラム（Living　lndependen

　－tly　For　Experience、独立した生活を営

　むためのプログラム）

　このプログラムのために7軒の家が川意さ

れている。これはすでにCASのケアドにあ

る16歳以ヒの青少年で、より独立した生活

環境に戻る準備ができている者達のための

プログラムである。ここでは保護者役にあ

たる成人1人と4人の青少年が1軒の家に同居

する。これらの青少年達は通常、カレッジ

や大学を卒業するまでの1年～4年間をこの

プログラムで過ごす。

ヱ特殊教育クラス

　地域の教育委員会との提携によって、

CASでは4カ所で特殊教育クラスを運営して

いる。これは里親やグループホーム、LIFE

プログラムまたはコミュニティーで生活し

ている児童・青少年を対象にしたものである。

　CASのプログラムを担当するマネージャ

ーのジャッキー女史によれば、CASではさ

まざまなプログラムを作る際に、年齢別お

よび問題別等で分類し、検討して作成して

いる。しかしながら、実際にプログラムを

実施するには、ケースによって臨床心理．1：

の配置やソーシャルワーカーの数を増員す

るなど、人件費の面から非常に費用がかか

り経済的負担が大きいといった問題が、現

実として生じている。

またファミリーリソースセンターのプログ

ラムについても、親子関係改善のためにど

の稚度効果があるのか尋ねたところ、若い

母親ではまれに関係改善が兇られたがほと

んどは悲しい事に、子供が“Crown　Word”に

なっており、成果の程は非常に厳しい状態

であるとの答えが返ってきた。

いかに有効な手立てとも思えるプログラム

でも、現実には問題の複雑さや人間を取巻

く周囲の環境などによって、根本的な解決

に至りにくい要因を含み、プログラムの隈

界を垣間見ると同時に心を通いあうための
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one　to　oneの大切さを痛感した＝

だが、さまざまな判余曲折があるにせよ、

少しでもr一どもにと・ノて、あるいはその家

庭において明らかに必要であると思われる

サービスを提供し、共に実践し続けて行く

’∬こそが児～ii：を保護・援助するヒで、最も

・n要な役割であると痛感した．

　最後に、ジャッキー女史が語ってくれた
” 我々は、裁判所よりあらゆるf’、t’：てをし

て∫・ども達を”Cl・OWII　WOrd”にならないよ

うベストを尽くせと期待されている”の、言

葉に、CASの碓固たる使命感と誇りを深く

感じ取ることができた

・’

妙
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1．3　パーク青少年資源センター

　　　　（PARC，Pape　Adolescent　Resource　Centre）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．＼　訪問日時：1999年9月15日

　所在地1オンタリオ州トロント
　施設種別：自立生活準備プログラム（児童福祉機関CAS，　CCASの共同提供による）

　利用対象：現在インケアまたはかつてインケアにいた青少年15～24歳

　職員数：フルタイム職員6人
＼

パークを訪問“Nice　to　meet　youl”

（1）i”／／少年のlll　iltl支援について

　11本でも児童福祉の理念は移り変わって

きている，子どもは、保護され養育される

受動的な、‘乙場とする考え方から、保護され

養育されながらも、その意向を尊重し、自

，Zを支援される存在としてとらえられるよ

うになってきている。

　11本では「t’どもの権利条約」は1994年

に締約されたが、そこには「権利行使の主

体としての子ども」という視点が出されて

いる．さらに、例えば教謹院が児竜rl立支

援施設へといった名称変更、児竜養護施設

などの最高措置年齢の延長など、施設養育

の11iで子どもの自、Zを支援していくという

方向が打ち出され、現在は、いかにそれを

具体的に行っていくかを模索している状況

なのではないだろうか。

　青少年の1’1立を援助していくものとして、

児童養護施設によるファミリーホームがあ

げられる。これは、施設を退所する予定の

高校3年生などを対象に「地域の中で生活

体験を行い、併せて必要な訓練を行うこと

により、Ni会人として必要な知識・能力を

高め、もって社会白立の促進を図る」こと

を日的としている。施設の外の近接地域内

での白立訓練をll的とした、グループホー

ム的施設である。

　この他に児童養護施設とは別に、青少年

を対象とする自立支援紐織として、H“i．援

助ホームがあるe「児竜養護施設等を退所し

た後、十分な社会的自、‘こができていないお

おむね15才～19才までの青少年に対して、職

業面の援助、生活面の援助を通して白Z’i一を

援助する施設」として機能している。IA立

援助ホームは全国に開所しているが、児童

福祉法外の施設として運営されている。そ

して、児童養護施設や児童自立支援施設、里

親家庭から移行する青少年だけではなく、家

庭からの入所、家庭裁判所からの補導依託

としての入所など、対象の青少年は福祉、司

法、医療にまたがっているc

　幅広い方而からの対象に対応しなくては

いけないこと、また運営についても、今後

の課題を抱えているのが日本の自立援助ホ

ー ムの現状である。またファミり一ホーム

にしても、実施している施設はまだ一・部で

あり、実際の利用対象者は限られている。ま

た、施設を退所することを希望する青少年

が一旦退所した後に、その自立を援助して
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いくためのノ∫策と法的後ろ盾は未だ整えら

れてはいない、

（参考’文献　竹中哲夫鞄児童福祉1」波IE論」）

　訪問をしたカナダでは、どのようにlljt少

年のドい’元支援を行っているか、その取り組

みの・つとして、トロントのPARCを紹介し

たい。

　g月15目、私達はカナダの1‡f年達との交

流を「1的にPRACを訪問したt．アーウィン他

スタッフの方々や1！「年達は手作りの料理と

共に、私達を暖かく迎え人れてくれた．ト

ロントの住宅街にある建物を見学した後、ゲ

ームや歌、H本側の団llによる抹茶のティ

ー セレモニー、カナダ｜1『年のf’ほどきで行

うキャンドル作りなどで交流を楽しんだ，印

象的なカナダの青年によるスピーチもあり、

充実した訪問となった、

（2）Pfmcとは

　CAS（トロント・チルドレンズ・エイド

ソサエティ）とCCAS（カソリック・チルド

レンズエイド・ソサエティ）が共1司で支援

している、「ぽ生活支援施設であり、6人

のフルタイム職貝が、現在インケアにいる

か、かつてインケアにいたlti少年を年聞450

人以ヒ援助している。ユ986年以来、15～24

歳の青少年がPARCを利川してきた：．

杉村氏によるパフォーマンス！“野点て”
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　PARCのサービスは様々な分野に及び、

様々な手段を使ってグループや個人に提供

されている、就職や住居、教育、虐待、文

化的アイデンティティ、性的関心等の問題

での援助や、また個人カウンセリングを受

けることもできる。その際に、PARCを利用

する青少年白身が白分にとって必要なサー

ビスを認識することが大切であると考えら

れている。

　これまで自分の事を自分で決めることが

できなかったり、自分の意見を言えなかっ

た青少年がPARCを利川することにより、1！｜

らの知恵とエネルギーをプログラムに使い、

様々な能力を身に付け、自信を深めている。

PARCはインケアにいる青少年が将来独立し

て生活していくための実質的な援助を担い、

PARCが様々なプログラムを通じて、青少年

たちとを繋ぐ「コミュニティ」あるいは「家

族」として存在しているということがその

成功の背景にある。

　かつてケアを受けていた青年達が、仕事

やfi三居を探すという1］的のためにPARCを訪

れることも多くあるが、パーティーやコン

サートを開いたり、弁当売りや洗車など様々

な方法で、自主財源を確保しながら、イン

ケアの｝㌣年達との交流を図っているのも大

きな特徴である。今後もカナダだけではな

く、他の国の青少年とも交流をしていくf

定がある。

（3）PARCのプログラム

　青少年の1二ぱスキルとして、PRACは具体

的には次のような活動を提供している。

　1．　Youth　Edition：インケアにいる青少年

　が、他のインケアにいる青少年向けにニ

　ュースレターを発行しているグループで

　ある。メンバーは白分の生い立ちやバッ

　クグラウンドなどをレポートとして、発



行している。

2』Network　gr《】up：現在インケアまたは

かつてインケアにいたメンバーが、現状

改善のためにアドボケートし、年ドの青

少年へのプログラムを支援している。代

表的な活動としてインケアでの経験をマ

スメディアや公共機関でスピークアウト

することがあげられる：／

3Creative　Youth　Enterprises：就職の

ためのスキルを会得したり、小規模事業

を起こして、少しでも収入を得ることに

興味を持つ青少年のグループ。

4’‘Healthy　Living　Group：生活のt．liで、

健康的な生活習慣と食品、健康的な余暇

活動などについて探求していく、若年層

青少年向きのグループ。

tt　TraveLing　In　Life：快適な社会生活の

ために、料理、ウォーキング、読書、話

し合いなどを通して、個々の心を養い、高

めていくことを1．1的としている。

亙Aware　of　Choices：安全な性生活を考

えていくことについて、白分達だけでは

なく他のインケアにいるilj少年に向けて、

討議を広げている。いくつかのグループ

経験を持つ、中間年齢の青少年がメンバ

ー となっている。

ZVideo　Group：PARCの年長青年がリ

ー ダーとなり活動している。ビデオ作り

に興味を持つ者や、PARCの新しいメンバ

ー を引きつけているグ）V　一プ。

（4）スピークアウト

　スピークアウトとはn分の生い立ちや経

験を語ることである。そして語ったことを

受け止めてもらうことで、白分自身が癒さ

れ、他の人にも勇気を与えることができて

いくと考えられている、かつてインケアだ

った青年達が、PARCで同じ立場の青年達と

交流し、スピークアウトができること、ま

たメディアに乗せて社会に対して、現在イ

ンケアにいる1，f年達に向かってスピークア

ウトしていくことは、PARCの重要な活動に

なっている。

（5）PARCの陪Fからのll本へのメッセージ

　私達のPRAC訪問の少し前、去る平成11年

6月、PARCのスタッフと1‘『年達の16名がlI

本の児童養護施設などを訪れ、日本のf一ど

も達との交流を図っている。その時体験し

たU本の児巌福祉について、感想を話して

くれた。

　「日本の施設にはたくさんのf’どもが住

んでいますが、カナダでそのような状況を

　　　　　　　　　　　見ることはあり

ません。私が訪

問した施設には、

140人のr一ども達

がいて、少ない

職員でどうやっ

てみているのか

とも思いました、

私の場合は6人

のr一どもに対し

て、職員が2人
でした。

　しかし日本で

は職Uが少ない

にもかかわらず、良いケアを受けているよ

うに感じましたt

　r一ども達は幸せそうに見え、私たちの訪

問を暖かく受け人れてくれました。ll本の

施設の（一ども達の帰属意識にも感心しまし

た，私が訪問した施設には、地域でも強い

女r一の野球チームがあり、そこに属してい
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ることに誇りを持って活動していて、その

強い帰属意識には感心しました。私は、里

親の所に行きましたが、帰属意識がもてな

いままだったという経験がありますcn本

でもいろいろな施設があり、どこでも私が

訪問したような施設というわけではないと

聞いています、昔のrl分に、今回のM本を

訪問した時の状況と同じようなことが起こ

っていたらなあと、羨ましく思いました．カ

ナダにあってll本にないもの、　ll本にあっ

てカナダにないものがあると思います。カ

ナダのソーシャルワーカーもカナダにない

ものを学ぶ熱意を持ってほしいと感じてい

ます。「1本に行っていろいろな人と出会え

たことは、私の人生の中で・番すばらしい

経験だったと思います。」

　「日本に行くまでは、ll本の若者は静か

で、制約の中で生きているようなイメージ

を持っていました。しかし決して静かでは

ないし、引きドがって主張しないというわ

けではありませんでした。日本のケアにい

る若者は、考えがないわけではなく自分達

がどんなケアを受けているかを考え、我々

の提案に賛同してくれました。それは私に

とって新しい発見でした。また、それは我々

　　　　　　　　　　　カナダのケアと

PARCから巣立った仲間たち

結び付いている

ことでもあると

思います。カナ

ダの青年達にも、

ケアにいるとい

う自分達白身を

恥じる気持ちの

ために、なかな

か積極的になれ

ないということ

がありますcそ

こを何とか打ち
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破ろうとしてやっています。1］本にも、卜

分にそれに応えられる力を持っている人が

いると思いました。ここのシステムを完壁

に持っていくことはなかなか難しい、ある

いは永久にこれで良いということはないか

もしれない、そう考えると多少心が沈んで

しまうことがありますが、1」本に行った時

に、福祉の現状を何とか良くしようとして

いる人が何人かいて、そういう人がいると

いうことに力付けられます．：彼等にはこう

したいというビジョンがありました，他に

資生堂財団のような活動をサポートしてく

れるような団体もあります。そうした熱心

な職員や、外部組織など、日本のシステム

を良くしていこうとする基礎は既にあると

思うので、これらをうまく使ってシステム

を良くしていって欲しいと思います。」

（6）青少｛t三への〔川支援一ll本の課題

　H本でも福祉理念1：は、rどもは単に保

護する対象としてではなく、［いヒを支援さ

れる対象として意識されつつあるcしかし

実際には、インケアの青少年が白分達なり

の．i三張をし、「li三的な活動をしていく機会

はかなり少ないように感じる。｜1本にはイ

ンケアの保護する側、される側というシン

プルな構造から、インケアの1‘「年達が自i三

的な活動をしながらrはすることを支えて

いくというような、段階的なシステムがま

だ不足しているように思う。

　前Htの「児竜福祉法改正論」の中で著者

は、実験的未来施設として青少年ホームの

創設の必要性と、その基本性格について述

注べている：．

Pたまり場的性格を持ち、自1三的で白川な

生活の場である事、

〔2．．遊び、休息、学習から軽度な労働、通学・

通勤までの多様な機会があり、本人が選択




